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本委員会は所管事務の調査について、下記のとおり会議規則第４７条の規定により報告し

ます。 

 

記 

 

１ 開催期日 令和６年８月２１日（水） 

２ 開催場所 役場議員控室 

３ 調査事項 

（１）所管事務調査 

税務課  ・令和５年度町税等の収入状況について 

４ 調査結果 

本委員会は、閉会中の調査事項でありました所管事務について、町側から副町長及び担当

課長の出席を求め、開催しました。 

調査の方法は、町側から説明を求め、その後質疑を行いました。 

以下、調査の概要と質疑等のありました主なものについて、報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



税務課 

・令和５年度町税等の収入状況について                    単位：円、％ 

Ｒ５年度 Ｒ４年度 増　減 Ｒ５年度 Ｒ４年度 増　減 Ｒ５年度 Ｒ４年度 増　減 Ｒ５年度 Ｒ４年度 増　減

個　　　　　人 572,823,831 574,302,870 △ 1,479,039 562,720,397 568,321,961 △ 5,601,564 0 0 0 98.24 98.96 △ 0.72

法　　　　　人 63,494,100 61,242,600 2,251,500 63,444,100 61,142,600 2,301,500 0 0 0 99.92 99.84 0.08

916,943,400 911,404,300 5,539,100 903,230,700 899,825,452 3,405,248 0 0 0 98.50 98.73 △ 0.23

21,698,200 21,895,100 △ 196,900 21,698,200 21,895,100 △ 196,900 0 0 0 100.00 100.00 0

種　　別　　割 68,394,900 67,386,100 1,008,800 66,804,600 65,518,000 1,286,600 0 0 0 97.67 97.23 0.44

環 境 性 能 割 4,272,400 4,564,400 △ 292,000 4,272,400 4,564,400 △ 292,000 0 0 0 100.00 100.00 0

167,211,286 169,387,784 △ 2,176,498 167,211,286 169,387,784 △ 2,176,498 0 0 0 100.00 100.00 0

1,291,500 1,159,050 132,450 1,291,500 1,159,050 132,450 0 0 0 100.00 100.00 0

398,154,100 436,782,000 △ 38,627,900 375,596,505 413,020,288 △ 37,423,783 0 0 0 94.33 94.56 △ 0.23

2,214,283,717 2,248,124,204 △ 33,840,487 2,166,269,688 2,204,834,635 △ 38,564,947 0 0 0 97.83 98.07 △ 0.24

個　　　　　人 22,633,308 28,247,420 △ 5,614,112 6,078,945 7,571,133 △ 1,492,188 1,368,855 4,017,830 △ 2,648,975 26.86 26.80 0.06

法　　　　　人 150,100 167,000 △ 16,900 0 50,000 △ 50,000 100,100 66,900 33,200 0.00 29.94 △ 29.94

計 22,783,408 28,414,420 △ 5,631,012 6,078,945 7,621,133 △ 1,542,188 1,468,955 4,084,730 △ 2,615,775 26.68 26.82 △ 0.14

38,200,488 41,481,502 △ 3,281,014 5,168,389 7,858,862 △ 2,690,473 6,012,433 7,014,900 △ 1,002,467 13.53 18.95 △ 5.42

5,950,046 6,491,772 △ 541,726 1,052,346 1,084,254 △ 31,908 1,129,100 1,325,572 △ 196,472 17.69 16.70 0.99

96,117,048 115,526,181 △ 19,409,133 22,241,676 18,342,957 3,898,719 4,768,679 23,830,588 △ 19,061,909 23.14 15.88 7.26

163,050,990 191,913,875 △ 28,862,885 34,541,356 34,907,206 △ 365,850 13,379,167 36,255,790 △ 22,876,623 21.18 18.19 2.99

2,377,334,707 2,440,038,079 △ 62,703,372 2,200,811,044 2,239,741,841 △ 38,930,797 13,379,167 36,255,790 △ 22,876,623 92.57 91.79 0.78合　　　　　　計
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【質疑】国民健康保険税の収入未済額は減っているものの毎年 2,000 万円ぐらいあり、かなりの

ウエイトを占めていますが、どのような対策を講じていますか。 

【回答】年々被保険者数と保険税が減ってきている中で、未納になっている方はどうしても過去

のものが残っており、税務課としてはまず現年度分を納めてもらってから滞繰分も別に

納めてほしいのですが、納付が厳しい方は、現年度分も滞繰分も少しずつ払っていくと

いう状況になっているので、なかなか滞納額は減っていかないというのが現状です。今

後も夜間の納税相談等もしながら、様々対策を打って徴収強化をしていきたいと思って

います。 

【質疑】民法では、督促を継続している限り時効による欠損処分の対象にはならないとあるが、

そういうのはないか。 

【回答】督促状というのは１回しか出せないもので、督促の後に出す催告状については法的に納

期限を延ばすことができません。 

【要望】いくらかでも納付してもらえるように努力をしていただきたい。 

 



総務課            財政課 

・補正予算の概要説明     ・補正予算の概要説明 

企画課            税務課 

・補正予算の概要説明     ・補正予算の概要説明 

その他（総務課） 

・令和６年８月４日の局地的大雨による被害状況について 

１ 大雨の状況、災害発生日時・場所、被害状況 

  ８月４日午後４時２０分頃国道３９４号線の法面が崩れ、約１５メートル下の東北温泉

に土砂が流れ込み、男湯の窓ガラスが割れ、湯船と露天風呂が土砂に埋まり、利用客の男

性が足に軽傷をおった。 

  また、その付近でも県道８号線のスバル東北付近のカーブミラーが設置してある法面が

雨水でえぐられミラーが倒壊した。 

  当日は局地的に短時間で強い雨が降っていた。 

２ 被害に対する対応 

 (１)町の対応 

・洪水警報発令を受けて警戒態勢、町内巡回 

・土砂災害発生を受けて現地対応、関係機関・部署と連携 

・災害現場付近の住民に対し自主避難所の確保 

・同時に町災害情報連絡室を設置 

 (２)県の対応 

・国道３９４号線の片側通行対応 

・県危機管理統括官による現地対応 

・８月７日県知事現地視察、災害箇所の測量と応急処置開始 

３ 今後の対応 

 (１)町の対応 

・定期的に現地の安全確認 

・県との連絡調整 

 (２)県の対応 

・現地の安全を確保しながら応急措置（土砂撤去、土のう設置） 

・地権者等の関係者による復旧への協議 

４ その他 

土砂災害警戒情報が発表されない中での災害であり、再度住民に対し注意喚起していく。 

【要望】下り車道をちょうど曲がってきているところが坂で、すぐ坂下町にさがる信号あるので、

特に冬場は事故の可能性が非常に高くなる。仮復旧は難しいとすれば、役場の支所の裏

の町道を利用して迂回路にするとか、表町の頭から迂回路にするとか、そういう対策を

県とも詰めていく必要があると思います。 


